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定款の一部変更に関するお知らせ 

2006 年 10 月 17 日 米国 サンディエゴ発 - メディシノバ・インク（米国カリフォ

ルニア州 サンディエゴ、取締役会長兼社長、CEO: 岩城裕一）は、2006 年 10 月 13

日（金）（米国太平洋標準時間）開催の臨時株主総会において、当社定款の一部変更につ

いて下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 
 
１．変更の理由 

当社普通株式の米国 NASDAQ 市場への上場準備を目的として、当社株式について

1 対 10 の株式併合を実施し、この株式併合に伴い当社の普通株式および優先株式

の株式総数を減少させることを目的としております。米国 NASDAQ グローバル・

マーケットの新規上場基準の中に、一株 5 ドル以上で取引されなければいけない

というルールがあるためです。 
 
２. 変更の内容 

変更内容は、別紙のとおりです。 
 
３．定款変更の効力発生日 

2006 年 10 月 31 日（火）（米国太平洋標準時間） 
 

以上 

 
メディシノバ・インクは様々な疾患領域の新規医薬品の導入・開発・販売に特化する製

薬企業です。弊社詳細につきましては http://www.medicinova.jp をご覧下さい。メディ

シノバ・インクの所在地はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市ラ・ホイヤ・

ヴィレッジ・ドライブ 4350、スイート 950 (電話 1-858-373-1500)です。 

 
 



 
 

（別紙） 
 

変更前基本定款第４条 A 変更後基本定款第４条 A 
A. 授権株式 当社は、それぞれ優先

株式（「優先株式」）および普通株式（「普通株

式」）とされる２種類の株式の発行を授権され

ている。２種類を合計した 授権株式総数は

205,000,000株である。うち、優先株式にかか

る授権株式総数は5,000,000 株、普通株式

にかかる授権株式総数は200,000,000 株で

ある。優先株式の１株当たりの額面は 0.01 ド

ルであり、普通株式の１株当たりの額面は

0.001 ドルである。普通株式または優先株式

の授権株式数は、当該時点の発行済普通株

式の過半数の株主による賛成票を得られた場

合には、優先株式またはそのいずれかのシリ

ーズの株主による投票を得なくとも増減する

（当該時点における発行済株式数を下回るこ

とはない。）ことができる。ただし、優先株式の

発行を決定した決議において、当社取締役

会（「取締役会」）の定める規定に従いかかる

優先株式の株主による投票が要求される場合

はこの限りでなく、この件につき優先株式の株

主が投票権を付与された場合には、本定款

に別段の定めがある場合を除き、株主の承認

にあたっては、普通株式にかかる議決権と、

投票権を付与された優先株式にかかる議決

権とを合計した議決権数の過半数の賛成票

のみが必要となる。

 

A. 発行可能株式総数 当社は、それ

ぞれ優先株式（「優先株式」）および普通株式

（「普通株式」）に指定される２種類の株式を発

行することができる。当社の発行可能株式総

数は20,500,000 株とし、このうち500,000 株

は優先株式、20,000,000 株は普通株式とす

る。優先株式の１株の金額は 0.01 ドルとし、

普通株式の１株の金額は 0.001 ドルとする。

普通株式または優先株式の発行可能株式総

数は、当該時点の発行済普通株式の過半数

の株主による賛成票を得られた場合には、優

先株式またはそのいずれかのシリーズの株主

による投票を得なくとも増減する（当該時点に

おける発行済株式数を下回ることはない。）こ

とができる。ただし、優先株式の発行を決定し

た決議において、当社取締役会（「取締役

会」）の定める規定に従いかかる優先株式の

株主による投票が要求される場合はこの限り

でなく、この件につき優先株式の株主が投票

権を付与された場合には、本定款に別段の

定めがある場合を除き、株主の承認にあたっ

ては、普通株式にかかる議決権と、投票権を

付与された優先株式にかかる議決権とを合計

した議決権数の過半数の賛成票が必要とな

る。

2006 年 10 月 31 日の営業終了時において

発行されている額面 0.001 ドルの当社普通

株式 10 株は、額面 0.001 ドルの当社普通

株式 1 株に転換され、区分変更される。
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